
　

神
社
神
道
は
、
肇は
つ
く
に国
以
来
わ
が
日
本
の
国
土
に
お
い
て
、
日
本
民
族
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
民
族
固
有
の
信
仰
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
国
民
に
と
っ
て
は
勿
論
の
こ
と
、
広
く
国
家
、
社
会
に
と
っ
て
も
常
に
神
社
は
そ
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
続
け
て
き

た
。

　

明
治
以
降
「
神
社
は
宗
教
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
」
と
い
う
特
別
な
地
位
に
置
か
れ
、
長
い
歴
史
を
背
景
と
す
る
伝
統
は
、
十
二
分
に

尊
重
さ
れ
た
。

　

皇
紀
二
六
〇
〇
年
に
あ
た
る
昭
和
十
五
年
に
は
、
全
国
十
一
万
有
余
の
神
社
を
総
括
す
る
官
庁
と
し
て
、
従
前
の
内
務
省
神
社
局
が
拡

大
昇
格
し
て
神
祇
院
と
な
り
、
全
国
の
諸
神
社
の
神
威
は
な
お
一
層
高
揚
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
終
戦
の
詔
書
を
拝
し
た
国
民
は
、
今
後
の
日
本
が
ど
う
な
る
の
か
憂
慮
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

同
八
月
十
五
日
、
神
祇
院
で
は
「
大
東
亜
戦
争
終
結
に
伴
う
神
職
奉
務
に
関
す
る
件
」
の
通つ
う
ち
ょ
う牒を
各
知
事
に
発
し
、
占
領
軍
の
上
陸
に

備
え
て
、
各
神
社
奉
護
の
方
法
を
指
示
し
た
。

　

同
八
月
三
十
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元げ
ん
す
い帥
が
進
駐
し
、
同
九
月
二
日
ミ
ズ
ー
リ
艦
上
に
お
い
て
降
伏
文
書
の
調
印
が
行
わ
れ
る
と
、
た
だ

ち
に
占
領
政
策
遂
行
の
た
め
に
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
東
京
に
置
か
れ
た
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
は
内
部
機
構
と
し
て
民
間
情
報
部
が
あ
り
、
そ
の
下
に
宗
務
課
が
置
か
れ
、
バ
ン
ス
博
士
が
課
長
と
し
て
宗
教
一
般
の
監
督

に
あ
た
っ
た
。

　

同
九
月
十
四
日
に
は
、
刀
剣
所
持
の
禁
令
が
発
せ
ら
れ
、
明
治
政
府
の
廃
刀
令
や
豊
臣
秀
吉
が
行
っ
た
刀
狩
り
以
上
に
厳
し
く
、
刃
渡

り
三
寸
以
上
の
刀
剣
が
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
社
所
有
の
数
々
の
名
刀
が
持
ち
去
ら
れ
た
。

　

同
十
月
四
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
「
政
治
的
、
社
会
的
及
び
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
限
除
去
の
件
」
の
覚
書
が
発
せ
ら
れ
、
米
国
務
省
の

神
社
神
道
に
対
す
る
特
権
廃
止
の
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。
神
祇
院
は
こ
の
意
向
を
受
け
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
「
神
社
は
国
家
、
国
民
道
徳
の

淵え
ん
げ
ん源
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
宗
教
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。」
と
説
明
交
渉
を
繰
り
返
し
た
。

　

一
方
、神
社
界
に
お
い
て
は
、大
日
本
神
祇
会
（
全
国
神
職
会
）、皇こ
う
て
ん
こ
う
き
ゅ
う
し
ょ

典
講
究
所
（
神
道
の
研
究
、教
育
を
行
っ
た
機
関
）、神じ
ん
ぐ
う
ほ
う
さ
い
か
い

宮
奉
斎
会
（
伊

勢
神
宮
の
崇
敬
団
体
）
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
い
う
「
信
教
の
自
由
」
の
意
図
を
見
抜
き
、
神
社
に
縁
故
の
深
い
吉
田
茂
、
宮
地
直
一
氏

ら
を
交
え
、
神
祇
院
と
対
策
を
練
っ
た
。

　

こ
れ
ら
三
団
体
は
、「
神
社
は
近
く
民
間
団
体
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
神
社
は
古
来
か
ら
民
衆
の
信
仰
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た

の
で
、存
続
は
可
能
」
と
の
意
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、国
家
管
理
か
ら
離
さ
れ
た
神
社
を
維
持
す
る
に
は
民
間
組
織
が
必
要
に
な
り
、「
神

社
連
盟
」
を
組
織
す
る
案
が
出
さ
れ
た
。

　

同
十
一
月
十
三
日
、
新
団
体
設
立
準
備
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
新
団
体
は
教
団
で
は
な
く
、
公
益
法
人
に
す
る
事
に
な
り
、
名
称
を
仮

称
で
神
祇
庁
と
し
た
。

　

翌
日
、
吉
田
茂
が
「
神
祇
庁
（
仮
称
）
設
立
趣
意
書
」
を
携
え
て
、
神
祇
院
、
宮
内
省
、
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
を
訪
問
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
状
況
報
告
を
行
い
、
内
務
省
に
お
い
て
、
新
団
体
結
成
の
記
者
会
見
を
行
っ
た
。

　

翌
日
の
新
聞
で
、
一
般
国
民
は
初
め
て
神
社
は
、
今
後
国
家
の
手
を
離
れ
て
、
民
間
の
氏
子
、
崇
敬
者
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
事
を
知

ら
さ
れ
た
。

　

同
十
一
月
二
十
七
日
、
第
一
回
神
祇
庁
設
立
準
備
委
員
会
が
大
日
本
神
祇
会
館
で
開
催
さ
れ
、
神
社
の
危
急
存
亡
の
時
で
あ
っ
た
た
め
、

折
か
ら
の
交
通
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
か
ら
各
都
道
府
県
の
代
表
者
九
十
二
名
が
参
集
し
た
。

　

同
十
二
月
十
五
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
び
に
弘
布
の
廃
止
に
関

す
る
件
」
す
な
わ
ち
世
に
い
う
「
神
道
指
令
」
の
覚
書
が
日
本
政
府
に
手
交
さ
れ
た
。　

昭
和
二
十
一
年
一
月
十
八
日
、
第
四
回
神
祇
本

庁
設
立
準
備
中
央
委
員
会
が
神
祇
会
館
で
開
催
さ
れ
、
新
団
体
は
、
新
宗
教
法
人
令
に
準
拠
し
、
名
称
は
「
神
社
本
庁
」
と
す
る
事
が
決

定
さ
れ
た
。

　

同
二
月
二
日
、
神
祇
院
が
廃
止
さ
れ
、
明
治
以
降
八
十
年
の
神
社
に
関
す
る
国
家
管
理
は
そ
の
幕
を
閉
じ
、
神
宮
、
神
社
及
び
神
官
、

神
職
は
国
家
の
手
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。

　

翌
日
の
昭
和
二
十
一
年
二
月
三
日
、
伊
勢
神
宮
を
本ほ
ん

宗そ
う

と
仰
ぎ
、
伊
勢
神
宮
及
び
全
国
約
八
万
社
の
神
社
を
包
括
す
る
た
め
に
必
要
な

業
務
を
行
う
事
を
目
的
に
、
東
京
都
渋
谷
区
東
に
神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
十
二
年
に
東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
に
新

庁
舎
を
建
設
し
、
移
転
し
た
。

　

神
社
本
庁
設
立
に
伴
い
、
各
都
道
府
県
に
地
方
機
関
と
し
て
神
社
庁
が
設
立
さ
れ
て
行
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
二
日
に
は
、
吉

備
津
神
社
社
務
所
内
に
当
時
、
同
神
社
宮
司
で
あ
っ
た
橋
本
甚
一
氏
を
庁
長
と
し
て
、
岡
山
県
神
社
庁
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
岡
山

県
護
国
神
社
社
務
所
内
、
岡
山
市
南
方
に
庁
舎
を
建
設
し
、
移
転
。
平
成
十
五
年
岡
山
市
奥
市
に
新
庁
舎
を
建
設
し
、
移
転
し
た
。


